
実際の事業所運営に当たっては、 
「運営の手引き」を参照してください。 
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３ 食中毒が疑われる場合の対応について 

介護サービス利用者に食中毒を疑う症状が見られた場合は、通所者には速やかに医療機関

の受診を促し、入居者には速やかに医療機関を受診させてください。また、事業所がある区

の福祉保健センター生活衛生課に届出をしてください。 

 なお、食中毒の調査では、患者の発症前の食事内容や発症状況、受診状況に関する調査の

ほか、原因として疑われる食事の調理施設や同じ食事を食べた方を対象とした調査も行いま

す。個人情報の提供や検便等をお願いする場合がありますので御協力をお願いします。 

また、施設で調理した食事が原因として疑われる場合は、食事の調理提供の自粛をお願い

することがあります。そのため、食中毒の発生時に備え、平時から代替食の確保の方法につ

いても検討してください。 

１ 食中毒が疑われる場合の対応の流れ 

（１）患者の発生を探知

・医療機関への受診を促す又は医療機関を受診させる

（２）発生状況の把握

・利用者及び職員の健康状態

・患者の受診状況（診断名、検査実施状況等）

（３）事業所がある区の福祉保健センターへ届出（下記一覧参照）

・患者の発生状況

・食事の提供内容

（４）福祉保健センターによる調査への協力

・調理施設の立入調査、食品の採取、調理従事者や患者の検便等への協力

・食事の調理提供の自粛（必要に応じて）

２ 届出先（各区福祉保健センター生活衛生課） 

窓口 所在地 電話番号 窓口 所在地 電話番号 

鶴 見 区 鶴見区鶴見中央 3-20-1 510-1842 金 沢 区 金沢区泥亀 2-9-1 788-7871

神 奈 川 区 神奈川区広台太田町 3-8 411-7141 港 北 区 港北区大豆戸町 26-1 540-2370

西 区 西区中央 1-5-10 320-8442 緑 区 緑区寺山町 118 930-2365

中 区 中区日本大通 35 224-8337 青 葉 区 青葉区市ケ尾町 31-4 978-2463

南 区 南区浦舟町 2-33 341-1191 都 筑 区 都筑区茅ケ崎中央 32-1 948-2356

港 南 区 港南区港南 4-2-10 847-8444 戸 塚 区 戸塚区戸塚町 16-17 866-8474

保土ケ谷区 保土ケ谷区川辺町 2-9 334-6361 栄 区 栄区桂町 303-19 894-6967

旭 区 旭区鶴ケ峰 1-4-12 954-6166 泉 区 泉区和泉中央北 5-1-1 800-2451

磯 子 区 磯子区磯子 3-5-1 750-2451 瀬 谷 区 瀬谷区二ツ橋町 190 367-5751

※ 夜間・休日の連絡先

横浜市保健所感染症・食中毒緊急通報ダイヤル 電話番号 664-7293

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/hokenjo/gyomu/kinkyu

daiyaru.html
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